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A

議
案
第
１
４
号

鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議

会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
４
年
12
月
１
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応

じ
て
別
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

収
す
る
。

（
１
）～
（
３
）　
略

（
４
）　
旅
券
法
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
12
2号
）
第
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
旅
券
法
（
昭
和
26
年
法
律

第
26
7号
）
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
発
給
　
１
件
に
つ
き

2,
00
0円

（
５
）　
旅
券
法
施
行
令
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
旅
券
法
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
渡
航
先
の
追
加

に
関
す
る
事
務
　
１
件
に
つ
き
30
0円

（
６
）　
旅
券
法
施
行
令
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
旅
券
法
第
12
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
査

証
欄
の
増
補
　
１
件
に
つ
き
50
0円

（
７
）～
（
10
）　
略

（
11
）　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）
第
69
条
の
２
第
１
項
の

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応

じ
て
別
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

収
す
る
。

（
１
）～
（
３
）　
略

（
４
）　
旅
券
法
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
12
2号
）
第
６
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
旅
券
法
（
昭
和
26
年
法
律

第
26
7号
）
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
発
給
　
１
件
に
つ
き

2,
00
0円
（
旅
券
法
第
20
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
4,
00
0円
）

（
５
）　
旅
券
法
施
行
令
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
旅
券
法
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
渡
航
先
の
追
加

に
関
す
る
事
務
　
１
件
に
つ
き
30
0円

（
６
）　
削
除

（
７
）～
（
10
）　
略

（
11
）　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）
第
69
条
の
２
第
１
項
の
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A

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
３
月
27
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
第
１
項
第
11
号
の
改
正
規
定
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
　
次
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

ア
　
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（
試
験
の
問
題
の
作
成
及
び
合
格
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
事
務
に
限

る
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
試
験
問
題
作
成
事
務
」
と
い
う
。
）　

１
件
に
つ
き
1,
80
0円

イ
　
略

（
11
の
２
）～
（
32
8）
　
略

２
　
略

規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
　
次
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

ア
　
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（
試
験
の
問
題
の
作
成
及
び
合
格
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
事
務
に
限

る
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
試
験
問
題
作
成
事
務
」
と
い
う
。
）　

１
件
に
つ
き
1,
40
0円

イ
　
略

（
11
の
２
）～
（
32
8）
　
略

２
　
略


